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【市政協力員について】 

市政協力員は、袖ケ浦市市政協力員設置要綱に基づき、区等自治会にお

いて、 

 ① 行政情報の周知伝達 

 ② 簡易な調査報告 

 ③ 各種文書の配付 

 ④ 地域からの建設的な意見の連絡 

などの職務を担っていただく方々です。任期は１年間と定められており、

令和８年度の任期は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとな

っております。 

また、市政協力員は、袖ケ浦市市政協力員設置要綱第８条により守秘義

務が規定されており、在任中及び退任後において、職務上知り得た秘密を

漏らしてはならないこととされています。 

袖ケ浦市市政協力員設置要綱については、６９頁をご参照ください。 
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令和８年度主要事業及び行事予定表  

月 件名及び実施時期 ご協力依頼先 

４ 

赤十字活動資金の取りまとめ依頼（納入時期：５月～６月） 全自治会 

緑の募金（～５月３１日まで） 全自治会 

社会福祉協議会費の納入（納入時期：５月～６月） 全自治会 

５ 
１５（金）自衛隊協力会総会（陸上自衛隊木更津駐屯地） 全自治会 

３１（日）市内一斉清掃（予備日６月７日（日）） 全自治会 

６ 
１日（月）窓口受付時間の変更開始  

７日（日）消防操法大会 （予備日６月１４日（日）） 
自治連役員、 

全自治会（分区を除く） 

７ 
４日（土）青少年健全育成推進大会、市民三学大学講座① 

自治連 
（全自治会から２５名） 

２７日（月）～２９日（水）そでがうらわんぱくクエスト  

８ －  

９ 
赤い羽根共同募金運動の戸別募金（納入時期：１０～１１月） 全自治会 

２７日（日）第３１回ふれあいフェスティバル  

１０ 

１１日（日）そでがうらまつり～アレワイサノサ～ 自治連選出実行委員１名 

１５日（木）戦没者追悼式  

１８日（日）市内一斉清掃（予備日１０月２５日（日）） 全自治会 

３１日（土）、１１月１日（日） 

市民会館まつり、根形公民館まつり、平岡公民館文化・スポーツまつり

各イベント 

自治連選出実行委員１名 

１１ 

８日（日）ちばアクアラインマラソン２０２６  

９日（月）～１５日（日）袖ケ浦美術展（根形交流センター）  

９日（月）～１５日（日）秋季全国一斉火災予防運動 未定 

１４日（土）、１５日（日） 

平川公民館まつり、長浦公民館まつり 

各イベント 

自治連選出実行委員１名 

歳末たすけあい運動における戸別募金（納入時期：１２月） 全自治会 

１２ ２５日（金）～３１日（木）消防団歳末特別警戒  

１ 

１０日（日）袖ケ浦市二十歳を祝う会 

（昭和地区・長浦地区・蔵波地区・根形地区・平川地区） 
 

１７日（日）消防出初式 
自治連役員、 

全自治会（分区を除く） 

２３日（土）ＳＯＤＥＧＡＵＲＡ子どもスポーツフェスタ  

２ １３日（土）生涯学習推進大会、市民三学大学講座② 
自治連に参加依頼 

（全自治会から１０名） 

３ １日（月）～７日（日）春季全国一斉火災予防運動 未定 
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その他お知らせ 

 

１ 交流センターにおける書類や募金の預かりについて 

 

（１）対象施設 

   ・市民会館（昭和交流センター） 

   ・長浦交流センター（長浦公民館） 

   ・根形交流センター（根形公民館） 

   ・平岡交流センター（平岡公民館） 

   ・平川交流センター（平川公民館） 

    ※富岡サブセンターは対象外です。 

 

（２）受付時間 

令和８年６月１日（月）から窓口受付時間を変更します。詳細は、９頁をご

参照ください。 

【現  行】８時３０分から１７時１５分まで（土日祝日を除く） 

【見直し後】９時００分から１６時３０分まで（土日祝日、年末年始を除く） 

    

（３）対象となる書類や募金 

    ①書類 

市（各担当部署）から市政協力員宛てに届いた文書のうち、提出先に交流

センターが明記された書類 

   ②募金 

     市（各担当部署）から市政協力員宛てにご案内や協力の依頼があった募金 

 

（４）注意事項 

 ・交流センター窓口での書類の内容の確認や審査は行いません。 

    ・交流センターでお預かりした書類や募金を担当部署に転送するのは、翌開 

庁日以降となります。 

    ・交流センター管理人による書類や募金の預りはできません。 

 

 

 ※ 市政協力員会議資料の電子データについて 

    市ホームページに本資料の電子データを掲載します。 

     URL：https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/local-community/siseikyouryokuin.html 

2次元コード：  
検索ワード：「袖ケ浦市 市政協力員」 
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市からの連絡事項 

 

市民生活部 地域コミュニティ課 

連絡先：６２－３１０２ 

件  名 説      明 

１ 回覧文書の発

送について 

原則として毎月第２水曜日に回覧文書を発送（依頼）します。 

紙の文書は、市内の各交流センターや市政情報室でも自由に

閲覧することができます。電子データは、市ホームページに掲

載しています。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/local-community/kairannbutuitirann.html＞ 

    

（２次元コード） 
 

 

道路工事の周知や交通規制など、緊急性のあるものについて

は、定期発送日以外にも回覧を依頼する場合がありますのでご

了承ください。 

市以外の官公庁（警察、君津健康福祉センター等）からの文

書についても、市の回覧文書と同様に回覧をお願いします。 

※健康器具や図書等の購入などの回覧文書は、市とは関係あ

りません。また、市では斡旋業者に対して市政協力員名簿

などの情報提供は行っていません。 

回覧板を地域コミュニティ課で配布しています。配布数は在

庫状況によりますので、受け取りを希望する場合は、事前に地

域コミュニティ課へお問い合わせください。 

２ 市政協力員の

報償金について 

回覧の配付などの業務に対して報償金をお支払いします。 

１ 対象 市政協力員（地区代表を除く） 

２ 時期 １０月末と３月末 

３ 報酬額（月額） 

世帯数 区長 分区長 

３０世帯未満 １２，０００円 １１，０００円 

３０～４９世帯 １３，０００円 １２，０００円 

５０～９９世帯 １４，０００円 １３，０００円 

１００世帯以上 １５，０００円 １４，０００円 

＜計算例：会員５１世帯の区長の場合（上半期分）＞ 

１４，０００円×６カ月－源泉所得税 

３ 市政協力員活

動中の事故等に

対する補償につ

いて 

市では、市政協力員としての活動中の事故によって怪我をさ

れた場合に、補償金をお支払しています（補償金のお支払いに

際しては、支払金額の補塡を受けるため「全国市長会市民総合

賠償補償保険」に加入しています。）。 

１ 補償金の額 １２頁のとおり 

２ 対象となる活動 市政協力員として行う以下の活動 

（１）行政情報の周知伝達 

（２）簡易な調査報告（例：加入世帯数の調査等） 

（３）各種文書の配付（例：回覧文書の配布等） 

（４）地域からの要望とりまとめ作業等 
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市からの連絡事項 

 

市民生活部 地域コミュニティ課 

連絡先：６２－３１０２ 

件  名 説      明 

４ 行政協力交付

金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、自治会等のコミュニティ活動の推進を図るとともに、

行政情報の連絡や行政協力を円滑に進めるため、行政協力交付

金を交付しています。行政協力交付金の使用用途は限定してい

ませんが、主に自治会等の活動費や役員・班長手当としての使

用を想定しています。分区等のある自治会等の場合は、分区等

を統括している自治会等にまとめてお支払いします。 

 なお、地区代表にはお支払いしていません。 

１ 交付金の額 

（均等割額）１００世帯以下 ４０，０００円 

        １０１世帯以上 ３０，０００円 

        １分区につき１０，０００円を加算 

（世帯割額）世帯数×１，７００円 

【計算例：会員５０世帯の自治会の場合】 

    ４０，０００円＋１，７００円×５０世帯 

＝１２５，０００円 

【計算例：会員１５０世帯で２分区ある自治会の場合】 

    ３０，０００円＋１０，０００円×２分区 

     ＋１，７００円×１５０世帯＝３０５，０００円 

２ 手続の時期 

  ５月中に申請手続をしていただき、７月下旬頃に交付を予

定しています（申請書類は資料に同封）。また、翌年４月に実

績報告書を提出していただきます（別途通知します。）。 

５ 集会施設の火

災保険加入につ

いて 

市は、区等自治会が管理する集会施設等について、区等集会施

設建設等補助金により、修繕工事にかかる経費の２分の１の金額

を補助しておりますが、残り２分の１の金額については、区等自

治会が負担することとなります。 

令和元年台風１５号、１９号及び１０月２５日の大雨では、少

なくとも３６施設以上（※市に被害報告をいただいた集会施設の

件数）の集会施設が被災し、１００万円を超える修繕費が必要と

なった集会施設もありました。この際、火災保険に加入していた

集会施設は、修繕費の約２割から４割を保険金により賄うことが

できたと伺っております。火災保険に加入していない集会施設に

おかれましては、台風等自然災害による修繕費にかかる自治会負

担額を少しでも抑えるため、台風等自然災害に対応した火災保険

への加入をご検討くださいますようお願いします。 

※火災保険の内容等詳細は各保険会社にお問い合わせください。 
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市からの連絡事項 

 

市民生活部 地域コミュニティ課 

連絡先：６２－３１０２ 

件  名 説      明 

６ コミュニティ

助成事業補助金

について 

令和９年度以降の集会施設の建設や備品等の整備について、

一般財団法人自治総合センターの「コミュニティ助成金」を活

用できるよう新たに制度を設けました。「区等集会施設建設等補

助金」と比べ、補助額の設定が異なります。なお、申請時期や

手続きに一定の要件があるため、活用を検討される自治会にお

かれましては、早めに地域コミュニティ課へご相談ください。 

【対象事業・補助額】 

１ 備品等の整備  １００万円～２５０万円 

２ 集会所の建設等 事業費の５分の３以内 

（上限額２，０００万円） 

７ 要望書の取扱

いについて 
８頁「令和８年度要望書の取扱いについて」により、取り扱

います。 

８ 自治会運営マ

ニュアル等につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治連絡協議会と市は、自治会役員の負担軽減を図るため、

自治会の基本的な運営方法などをまとめた「自治会運営マニュ

アル」を作成しています。この自治会運営マニュアルには、現

役の役員又はこれから役員に就任する方を対象に、「自治会の役

割やメリット」、「自治会の運営方法」、「自治会への加入促進方

法」などを掲載しています。また、自治会未加入世帯に自治会を

知ってもらうため、配布用の自治会加入促進チラシも作成してい

ます。自治会員の加入促進に向けた取組にあたっては、是非これ

らをご活用ください（自治会加入促進チラシは、本年度に内容を

更新した新版を発行しました。資料に１０部同封しています。追

加で必要な場合は、地域コミュニティ課へお問い合わせくださ

い。）。 

 

【自治会運営マニュアルの閲覧方法】 

１ 自治会運営マニュアルの冊子は、令和３年度の市政協力員

会議の際に配布させていただき、自治会内で保管し、次年度

以降の役員にも共有するようお願いしています。 

本年度から新たに市政協力員にご就任された方につきまし

ては、前任の市政協力員にお問い合わせのうえ、自治会内で

保管されている冊子をご閲覧ください。 

２ 市ホームページからも閲覧可能です。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/local-community/zitikaiuneimanual.html＞ 

    

（２次元コード） 
 

 

３ 追加で冊子が必要な場合は、地域コミュニティ課にご連絡

ください（ただし、在庫状況によってはご要望に沿えない可

能性もございますので、ご了承ください。）。 
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市からの連絡事項 

 

市民生活部 地域コミュニティ課 

連絡先：６２－３１０２ 

件  名 説      明 

９ 地域まちづく

り協議会の設立

支援等について 

地域まちづくり協議会は、区・自治会をはじめ、各分野の制度

ボランティア、ＮＰＯ、事業者等の地域のまちづくりに関わって

いる様々な団体が参加し、お互いに情報交換や連携しながら、よ

り住みやすい地域づくりを進めるための任意の組織になります。 

市内では長浦地区及び中川・富岡地区で設立されており、そ

の運営や活動等に対する支援を市で行っております。その他の

地区においても設立に向けてご検討くださるようお願いしま

す。 

１ 協議会の設立単位 

 原則として市内５地区（昭和・長浦・根形・平岡・中富） 

２ 市の支援内容 

・活動場所の確保、資料作成、相談業務等による支援 

・補助金（運営費：限度額５万円、事業費：限度額８０万円）

の交付による支援 など 

１０ そでふれば

（市民協働会

議室）の利用

について 

市内において非営利かつ公益的な活動を行う団体等が、打合せ

や会議、講座などの用途でご利用いただける会議室「そでふれば」

を設置しています。 

なお、ご利用にあたっては、あらかじめ団体の利用登録が必要

となります。 

１ 場所   袖ケ浦市役所南庁舎２階 

２ 利用料  無料 

３ 予約の有無  要予約 

詳細は、市ホームページをご確認ください。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/sodenowa/sodehureba.html＞ 

    

（２次元コード） 
 

 

１１ そでのわ 

（市民活動サ

ポートセンタ

ー）の利用に

ついて 

市役所中庁舎２階に、地域の課題解決や地域のまちづくりに取

り組む各種団体を支援するとともに、すでに市民活動をしている

方やこれから始めたいと思っている方からの相談への対応や情

報提供を行うことを目的に「市民活動サポートセンター（愛称：

そでのわ）」を設置しています。 

そでのわが行う業務は以下のとおりです。 

 

１ 情報提供 

市民活動に関する情報を提供し、市民活動団体などの繋が

りをつくる支援をします。主に、団体の活動に関することや

開催するイベント、会員・ボランティアの募集情報などを集

約し、参加者・協力者を募るための情報を発信します。 
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２ 研修機会の提供 

市民活動を行うために必要なスキル・ノウハウを身につけ

るための研修機会の提供や、市民活動に興味を持ってもらう

ための講座を開催します。 

３ アドバイザーによる支援 

団体が抱える悩みや問題に対し、専門的な知識や経験を有

する方(アドバイザー)に相談できる機会を提供します。 

４ 活動場所などの提供 

団体が打合せや会議をはじめ、イベント開催などで活用で

きる場所を提供します。 

 

詳細は、市ホームページをご確認ください。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/sodenowa/＞ 

    

（２次元コード） 
 

 

１２ ボランティ

ア証明書の発

行について 

市では、学生の進学や就職活動等において、ボランティア活動

の実績を証明することを目的として、令和８年４月からボランテ

ィア活動証明書の発行を開始しました。 

証明書の対象となる活動は、市が主催する事業のほか、市民活

動サポートセンター「そでのわ」に登録のある団体の事業など、

市が内容を把握できるボランティア活動となります。 

また、証明書は、これらの活動に参加した本人からの申請に基

づき、各担当課において内容を確認のうえ発行します。 

各地区において学生等がいらっしゃる場合には、本制度につい

てご周知くださいますようお願いします。 

なお、制度の詳細や申請方法については、市ホームページをご

確認いただくか、地域コミュニティ課までお問い合わせくださ

い。 

 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/local-community/boranntexiasyoumei.html＞ 

 

（２次元コード） 

  



8 

令和８年度 要望書の取扱いについて 
 

１ 要望書として取り扱う事項 

要望書として取り扱う事項は、地域における市民生活の向上に必要と認められ 

る重要な事項とします。 

区等自治会の多数の意見として必要な公共性のある案件に限定してください。 

なお、要望書が不要の案件もあります。事前に地域コミュニティ課までご相談

ください。 

２ 要望書の提出にあたって 

次のどちらかの方法で要望書を提出してください。 

①書面 

指定の様式（別冊資料３頁）を用いて、市政協力員が直接地域コミュニティ課

に提出してください。 

 様式の電子データは市ホームページに掲載しております。 

 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/local-community/jitikaiyoubou.html 

②電子 

 下記フォームにアクセスし、必要事項を入力してください。 

  https://logoform.jp/form/tSXa/165097 

要望書は 1 枚の用紙に 1 件としてください。地図、写真などの添付が必要です。 

採用にならない場合もありますので、優先順位を決めて提出してください。 

なお、過去に要望書で取扱いが決定している案件で、その後に特段の状況の変 

化がない場合は、原則として再提出をお受けすることができません。 

３ 要望書以外で取り扱うもの（別冊資料１～２頁の一覧に記載のもの） 

補修、修繕及び担当課が扱っている事項については、要望書ではなく、直接そ 

れぞれの担当課にご相談ください。 

４ 受付窓口･期間 

（１）書面受付窓口 地域コミュニティ課【市役所中庁舎２階】 

（２）受付期間 随時受付します。 

なお、多額の費用を伴うものは、翌年度予算に要望する必要があるため、 

   ８月末までに要望書を提出してください。 

５ 要望書に対する市の対応について 

要望事項については、緊急性や重要性、経済的効果や他地域とのバランスなど 

を考慮して事業化を図ります。 

 

回答は、担当課から要望書受付日の翌四半期の末日までに行います。 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

提出時期 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 令和９年１月～３月 

市の回答期限 ９月末 １２月末 令和９年３月末 令和９年６月末 

国、県、警察等への要望事項については、事前に関係機関と相談いただいた後、 

市からの応援要請として関係機関に依頼します。 

（例：国道、県道の改修工事や信号機、規制標識の設置など） 
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市からの連絡事項 

 

企画政策部 ＤＸ推進課 

総務部 職員課     

連絡先：６２－２１３７ 

件  名 説      明 

１ 窓口受付時間

の見直しについ

て 

業務改善等を検討する時間を計画的に確保し限られた時間を

効率的かつ有効に活用することで、行政サービスの向上を図る

とともに、職員が働きやすい環境づくりを進めることを目的に、

令和８年６月１日（月）から窓口受付時間を変更します。 

ご理解、ご協力をお願いします。 

 

１ 受付時間 

【現  行】８時３０分から１７時１５分まで 

【見直し後】９時００分から１６時３０分まで 

※１６時３０分までに受け付けた手続等は受付時間終了後も

継続して対応します。また、緊急の場合などは受付時間外

でも対応を行います。 

 

２ 開始時期 

令和８年６月１日（月）から 

 

３ 対象 

・市役所本庁（全部署）  

・クリーンセンター（廃棄物対策課） 

※ごみの持ち込み受付時間に変更はありません。 

・終末処理場（下水道課） 

・農業センター 

・消防本部（※消防署は含みません） 

・交流センター（全５施設） 

・図書館（全３施設） 

・郷土博物館 

 

※保育所、消防署など上記施設以外は変更ありません。 

 

※施設の開館・利用時間に 

変更はありません。 
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※詳細は市ホームページに掲載しております。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/dx/mado-time.html＞ 

２次元コード 
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 市からの連絡事項 

 

総務部 総務課     

連絡先：６２－２１０４ 

件  名 説      明 

１ 社会奉仕活動

中の事故に対す

る補償金の支給

について 

市では、社会奉仕活動に参加中の方が、その活動中の事故に

よって入院・通院を伴う怪我等をされた場合に、補償金をお支

払しています（補償金のお支払に際しては、支払金額の補塡を

受けるため「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入してい

ます。）。 

１ 補償金の額 １２頁のとおり 

２ 補償対象となる社会奉仕活動の要件 

（１）自治会、ＰＴＡ、子ども会などの住民の方々によって

構成されている団体の活動であること。 

（２）無報酬で労力の提供がなされる活動であること。 

【具体例】 

・道路、河川、公園などの公共施設の清掃活動 

・防犯、交通安全のための活動等 

（３）事前に社会奉仕活動の申請をし、承認を受けていること。 

【注意事項】 

・一斉清掃は、市の主催行事のため、申請不要です。ただ

し、草刈りや枝の伐採等をするため、草刈り機等を使用

する場合には、社会奉仕活動の申請が必要です。 

・社会奉仕活動に参加するための往復途上は補償対象となり

ません。 

３ 承認の手続 

社会奉仕活動を行う前（実施日の７日前まで）に、「社会奉

仕活動承認申請書」（別冊資料４頁）に必要事項を記入し、市

役所総務課に申請書を提出してください（交流センターでお

預かりすることもできます。）。 

また、電子申請による申請も受け付けております。以下の

２次元コードより申請可能です。 

活動内容が承認された場合は、後日「社会奉仕活動承認決 

定通知書」を申請者（代表者）のご住所宛てに送付します。 

 

【事前の申請が必要】 

スマートフォン、パソコンから 

申請手続が可能です。 

＜https://logoform.jp/form/tSXa/157127＞ 
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○ 袖ケ浦市総合災害補償要綱（抜粋） 

別表（第３条関係） 

区分 給付額 

死亡給付金 ５，０００，０００円 

後遺障害給付金 災害補償保険普通保険約款の定めにより 

５，０００，０００円～２００，０００円 

入院補償給付金 入院日数  １日以上５日まで   ２０，０００円 

入院日数  ６日以上１５日まで  ３０，０００円 

入院日数 １６日以上３０日まで  ６０，０００円 

入院日数 ３１日以上６０日まで  ９０，０００円 

入院日数 ６１日以上９０日まで １２０，０００円 

入院日数 ９１日以上      １５０，０００円 

通院補償給付金 通院日数  ２日以上５日まで   １０，０００円 

通院日数  ６日以上１５日まで  ２０，０００円 

通院日数 １６日以上３０日まで  ３０，０００円 

通院日数 ３１日以上６０日まで  ４５，０００円 

通院日数 ６１日以上       ６０，０００円 

 

※ 社会奉仕活動中等に住民等第三者（他の市町村の住民も含まれます。）の身体障

害及び財物損壊が発生した場合、総務課（☎６２―２１０４）までご連絡ください。 

 

※ 市が契約する「全国市長会市民総合賠償補償保険」の保険料引上げに伴い、持続

可能な補償体制を維持するため、近隣市の状況も参考にしながら、給付実績の大半

を占める入院・通院補償については現行水準を維持する形で、令和９年度(来年度)

以降の給付額の変更を行う可能性があります。 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（危機管理班） 

連絡先：６２－２１１９ 

件  名 説      明 

２ 袖ケ浦市ハザ

ードマップの配

布について 

 

本市では、洪水等の災害種別ごとに発行していた防災マップ

を１冊にとりまとめた「袖ケ浦市総合ハザードマップ」を令和

４年度に作成しております。 

この総合ハザードマップにより、お住いの地域の災害リスク

を確認しやすくなり、また、指定緊急避難場所等の所在や防災

に役立つ知識なども併せて掲載しているため、ご家庭や地域の

防災対策にご活用いただけます。 

もしお持ちでない方等がいましたら、防災安全課までお問い

合わせいただくか、袖ケ浦市役所や、最寄りの各交流センター

でもお受け取りいただける旨、ご紹介ください。 

また、外出先からスマートフォン等で閲覧できる「Ｗｅｂ版

ハザードマップ」も公開しております。 

ハザードマップのほか、雨水出水浸水想定区域の指定及び公

表についても、市ホームページにおいて行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自主防災組織

の結成について 

現在、市では自主防災組織の結成に努めています。 

自主防災組織は、「自分達の地域は自分達で守る」というお互

いの助け合い（共助）の取組として、令和８年４月１日現在、 

８０組織が活動しています。 

大規模災害が発生したときには、自主防災組織による地域の

組織的な防災活動である共助がとても重要です。 

市から防災資機材を貸与することもできますので、地域の被

害軽減のため、未結成の区等自治会におかれましては、是非と

も積極的に結成についてご検討ください。 

※規約の制定、防災計画・連絡網の作成等をしていただきま

す（手続については市が支援します。）。 

※防災資機材を収納する倉庫は、各地域でのご用意をお願い

しております。 

  

Ｗｅｂ版ハザードマップ 

２次元コード 

雨水出水浸水想定区域図 

２次元コード 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（危機管理班） 

連絡先：６２－２１１９ 

件  名 説      明 

４ 災害発生時の

被害報告につい

て 

災害が発生した場合、市において情報収集を実施しますが、

迅速に情報を集めるためにも、区等自治会内で被害等が確認さ

れた場合には、被害状況の報告についてご協力をお願いします。 

 

〔情報提供いただきたい事項〕 

１ 日時 

２ 発生場所 

３ 災害の種類 

４ 被害の状況 

５ 応急対策の要否 

  

※別冊資料６頁の災害報告書により報告をお願いします。 

５ 袖ケ浦市総合

防災訓練につい

て 

地震等の大規模災害に備え、防災体制の強化・整備と併せて

防災意識の高揚を図ることを目的に、本年度も総合防災訓練を

開催します。 

総合防災訓練の開催にあたっては、対象地区の各区等自治会

から数名程度のご協力をいただいて訓練を行う予定です。 

開催日については、日程確定後改めてご連絡させていただき

ます。 

お忙しい中恐縮ですが、ご協力くださるようお願いします。 

６ 避難行動要支

援者対策につい

て 

過去の大きな災害では、被災者の多くが高齢者や障がい者な

どの災害時に自力または家族の支援だけで避難することが困難

な「要配慮者」といわれる方々であり、こうした方々に対する

支援の取組が必要となります。 

市では、ご自身で登録を希望した要配慮者の情報を、「避難行

動要支援者名簿」としてまとめております。 

また、この名簿に登録されている要配慮者の情報を、登録者

の同意に基づき、区等自治会長、分区長、地区代表の皆様のほ

か、民生委員、消防、木更津警察署に提供しています。 

この「避難行動要支援者名簿」には、個人情報が含まれてお

りますので、お持ちの場合、適切な保管、管理等の取扱いをお

願いします。 

また、班長の方など、必要な方への情報共有は閲覧等により

お願いします。 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（危機管理班） 

連絡先：６２－２１１９ 

件  名 説      明 

７ 防災行政無線

による放送及び

子局の個別放送

の方法について 

 

 

 

 

防災行政無線による放送内容については、災害情報、環境情

報、行政の普及啓発に関するもの、人命に係わるものなどの市

民に影響の大きい事案や緊急にお知らせすべきことを原則とし

ています。 

重大性、緊急性及び広域性の低い内容については、極力放送

を行わない方針ですので、ご理解くださるようお願いします。 

 

 防災行政無線の鍵については、令和３年度の市政協力員会議

の際に全自治会長様へ配布しておりますので、現在お持ちでな

い方は、前任者へ確認していただきますようお願いします。 

 万が一、鍵を紛失等した場合は、防災安全課までご連絡くだ

さい。 

なお、区等自治会において防災行政無線の放送を実施する場

合の操作方法については、防災行政無線子局内にマニュアルを

入れてありますのでご参照ください。 

 

 

※ 防災行政無線が聞き取れない場合の確認方法 

  聞き取れない場合や、もう一度内容を確認したい場合につ

いては次の方法をご利用ください。 

１ 防災行政無線テレフォンサービス 

☎０１２０－０３１
ボウサイ

－２４０
ツウホウ

（通話料無料） 

２ 袖ケ浦市生活安全メールの配信 

あらかじめメールアドレスを登録していただいた携帯電 

話やパソコンに、防災、火災、防犯、環境などの市が配信

する重要情報をメールでお届けします。 

配信登録は、次の２次元コード又はアドレスへ空メール

を送信してください。 

 

■登録用メールアドレス 

login@sodegaura-city.mailio.jp 

 

 

 

  

 

２次元コード 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（危機管理班） 

連絡先：６２－２１１９ 

件  名 説      明 

８ 防災行政無線

戸別受信機の貸

与について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区等自治会長、分区長、地区代表の皆様に、室内でも防災行

政無線放送を聞くことができる戸別受信機を配布し、後任者へ

の引継ぎをお願いしています。 

区等自治会長を交代される場合は、次の方への引継ぎをお願

いします。 

また、受け取られていない区等自治会におかれましては、前

任者へのご確認をお願いします。 

ご不明な場合は、防災安全課危機管理班にご相談くださるよ

うお願いします。 

 

■新しい戸別受信機の外観 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（危機管理班） 

連絡先：６２－２１１９ 

件  名 説      明 

９ 袖ケ浦市自衛

隊協力会につい

て 

 

 

 

１ 自衛隊と袖ケ浦市民の相互理解と親睦を図り、自衛隊の健

全な発展に寄与することを目的としています。 

【事業内容】 

（１） 自衛官募集に協力し、隊員志願者を推薦すること。 

（２） 懇談、見学等を実施し、防衛に関する認識を高揚する

こと。 

（３） 自衛隊の行事に参加、協力すること。 

（４） 自衛隊員の激励及び福祉に関すること。 

（５） 会員相互の親睦を図ること。 

（６） その他本会の目的達成に必要な事項を行う。 

２ 袖ケ浦市自衛隊協力会規約第１０条の規定により、自治連

絡協議会の会員の方に代議員をお願いしています。 

３ 令和８年度袖ケ浦市自衛隊協力会総会開催（出席依頼） 

令和８年５月１５日（金）に、陸上自衛隊木更津駐屯地に

おいて開催します。 

※出欠の確認も含め、詳細は別途ご案内します。 
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防災行政無線の放送の仕方（イメージ） 
 

※実際に操作する場合は、防災行政無線子局の操作盤の中に 

入っているマニュアルを参照しながら操作してください。 
 

 

１，「モード１」スイッチを「局操」 

側に倒す 

 
 

 

２．「モード２」スイッチを「１」側

に倒す 

 

３．コールサイン（チャイム音）を流す場合、「コールサイン」スイッチを１又は２に 

入れると上りのチャイム音が流れます。 

この時、付属のマイクのボタンを押しながら話すと、外部に拡声することがで 

きます。 

通 常 子 局 用

※コールサイン（チャイム音）を鳴らさ

ない場合本操作は不要です。 

 

※緊急時は「サイレン」スイッチを１に入

れている間、サイレン音を流すことが

できます。 
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★☆注意事項☆★ 

（１）個別放送を実施するときに使用するのは、上記説明のスイッチと放送用マイクだけ

です。 

それ以外の部分には触れないよう注意してください（電源は切らないでください。）。 

 

（２）放送できる時間は、午前７時から午後９時までを原則として、それ以外の時間につ

いては災害情報などの緊急情報に限って放送してください。 

 

（３）放送時は、最初に「○○自治会（区）からお知らせします。」と発信者がわかるように

放送してください。 

 

（４）雷が発生した後は、漏電ブレーカーが動作することがあります。 お昼のチャイムな 

ど、放送が流れなくなったら、防災安全課危機管理班（62-2119）にご連絡くださ 

い。 

  

※上りコールサイン（チャイム音）を 

鳴らした場合、ここで下りコール 

サイン（チャイム音）が鳴ります。 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（交通防犯班） 

連絡先：６２－３１０６ 

件  名 説      明 

１０ 交通災害

共済の加入

について 

交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合規約に基づき、県

内４１市町村で共同運営し、会員である住民が会費を出し合い、

交通事故による被災者に見舞金を支給する制度です。 

加入期間は、９月１日から翌年８月３１日までとなっており、

７月にパンフレットを送付します。 

詳細は、７月の回覧文書で資料を送付しますので、ご確認くだ

さい。 

加入希望者がいましたら、市役所または長浦・平川交流センタ

ーの窓口にて、各自で加入手続きをするようご案内してください。 

１１ 自主防犯

組織の結成

について 

自主防犯組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という

自覚と連帯感に基づき自主的に結成される組織で、令和８年４月

１日現在、４２組織が活動しています。 

地域内の防犯パトロールが主な活動になりますが、「パトロール

をしなければいけない」などと難しく考えず、ウォーキングや犬

の散歩をしながらなどの「ながらパトロール」でも防犯対策とし

ては十分効果的です。 

また、危険な場所などの情報を地域住民内で事前に共有するこ

とで、犯罪に強い地域づくりに繋がることから、未結成の区等自

治会については、積極的な結成をお願いします。 

 

〇結成にあたって 

組織規約の制定等を行う必要があります。規約例などの参考資

料も用意してありますので、ご相談ください。 

また、結成した組織には、防犯ベストや腕章等の防犯装備品の

貸与や、防犯パトロール中に発生した事故等に対して、袖ケ浦市

総合災害補償要綱に基づき、通院日数等に応じて給付金が支給さ

れる制度があり、事前申請をすることでこれらを活用することが

可能です。 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（交通防犯班） 

連絡先：６２－３１０６ 

件  名 説      明 

１２ 防犯灯の

修繕等につ

いて 

防犯灯が故障した場合は、防犯灯管理プレートに記載されてい

る防犯灯の管理番号をご確認のうえ、２４時間３６５日対応のコ

ールセンター【０１２０－１０１－６６４】にお問い合わせくだ

さい。（修繕費は市が負担いたします。） 

 

【防犯灯管理プレート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇防犯灯の設置要望について 

防犯灯の設置を要望する場合は、別冊資料８頁「防犯灯設置

要望書」を、区等自治会の長が提出してください。また、設置

要望場所が私有地の場合は、別冊資料９頁「防犯灯設置承諾書」

の添付が必要となります。提出された要望については、現地調

査を実施のうえ、設置基準に基づき、防犯灯設置の可否を書面

にて回答します。 

なお、防犯灯の設置要望の受付期間は、４月から１０月末ま

でとなります。 

 

【電子申請用２次元コード】 

・防犯灯設置要望書 

＜https://logoform.jp/form/tSXa/381142＞ 

  （２次元コード） 

 

・防犯灯設置承諾書 

＜https://logoform.jp/form/tSXa/417604＞ 

 （２次元コード） 
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市からの連絡事項 

 

総務部 防災安全課（交通防犯班） 

連絡先：６２－３１０６ 

件  名 説      明 

 

【袖ケ浦市防犯灯設置申請等取扱要綱（抜粋）】 

 (設置基準) 

第４条 防犯灯は、次に掲げる基準に該当し、かつ、原則として行き

止まり道路ではない箇所に設置するものとする。 

（１） 宅地開発区域内及び住宅密集地域 道路の交差部を基点と 

して、電柱１本置き 

（２） 前号以外の地域 地域の実情に応じ、歩行者が夜間の通行 

において見通しのできない箇所 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた箇所 

 (設置方法) 

第５条 設置は、東京電力パワーグリッド株式会社又は東日本電信電

話株式会社の所有する電柱に共架するものとする。 

２ 前項の方法により設置できない箇所については、鋼管柱又はこれ

に準ずる物を使用し設置する。 

 

○防犯灯周辺の樹木などについて 

  私有地内の樹木などが、防犯灯を覆っている場合は、市で伐

採等ができませんので、所有者が伐採・処分を行ってください。 

１３ 防犯指導  

員の推薦に

ついて 

現在の防犯指導員の任期は令和９年３月３１日までとなってお

りますので、後任者の推薦をお願いします。 

なお、再任いただく場合も推薦をお願いします。 

推薦依頼の時期については１１月頃を予定しておりますので、

改めてご案内します。 

防犯指導員の活動内容については２３頁「袖ケ浦市防犯指導員

について」をご参照ください。 
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袖ケ浦市防犯指導員について 
 

１ 委嘱について 

袖ケ浦市防犯指導員は、各区及び自治会の長の推薦を受け、袖ケ浦市防犯協会会

長（袖ケ浦市長）から委嘱されます。 

任期は、令和９年４月１日から令和１１年３月３１日までの２年間で、４月に開

催される総会の席上にて、防犯協会会長である市長より委嘱状が交付されます。 

 

２ 組織について 

袖ケ浦市防犯指導員協議会は、防犯指導員６７名、防犯指導員女性部２５名で構

成されています。 

防犯指導員（女性部を含む）は、袖ケ浦市防犯指導員協議会の構成員であるとと

もに、担当地区により昭和、長浦、根形、平岡、中富支部の一員として活動を行い

ます。 

また、袖ケ浦市防犯協会の構成団体として、袖ケ浦市交通防犯大会の運営にも携

わるなど、防犯指導員は、市の防犯活動の一翼を担っています。 

 

３ 活動内容 

◆ 袖ケ浦市防犯指導員協議会の主な活動内容（令和８年度） 

 

【会議等】総会*（４月２６日） 

【研修等】視察研修 

【啓発活動】袖ケ浦公園まつり*（４月４日）、百目木公園まつり*（５月９日）、 

菖蒲まつり*（６月１３日）、ＪＡまつり*（１２月１９日）、 

年末年始特別警戒（１２月）、年金支給日（偶数月）、 

ファーム・リーグ（旧イースタン・リーグ）*（５月６日） 

*印 土曜又は日曜に実施する活動 

 

〇 啓発活動について 

実施時期や対象者、犯罪の発生状況に応じ、電話ｄｅ詐欺や自動車盗等の犯罪

被害防止のため、声をかけながらチラシやポケットティッシュなどの啓発物資を

配布します。 

頻度としては１～２か月に１回程度で、毎回全員で行うのではなく、イベント

の開催場所の支部が主に担当しています。大勢の来場が見込めるイベントにあわ

せて行うことから、土・日に実施することが多くなります。 

啓発活動の実施時間は、イベントの開始時間に合わせて、おおむね１時間程度

を予定しております。 
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◆ 支部の活動内容 

 

【会議等】支部総会、支部会議 

【パトロール】 

支部活動のメイン活動です。 

パトロールは運転者１名、搭乗者２～３名の計３～４名で地区内を巡回して

いただきます。 

支部のパトロールのほか、地区住民会議の愛のパトロールや地域の祭礼、運

動会などのパトロールも実施しています。 

【その他の活動】 

区長との懇談会など、各支部独自の活動 

を実施するほか、地区住民会議などの地域団体の構成メンバーとしても活動

しています。 

※防犯指導員の人数は支部ごとに違うため、パトロールの実施回数や人数は、

その支部の実情に応じて実施しています。 

 

◆ 女性防犯指導員の活動内容 

【会議等】女性部全体会議 

【研修等】研修会、女性部視察研修 

 

◆ 袖ケ浦市防犯協会の活動内容 

袖ケ浦市防犯指導員協議会は袖ケ浦市防犯協会の構成団体であるため、防犯協

会の活動にもご協力いただきます。 

 

【会議等】総会（防犯指導員協議会の会長及び支部長が出席） 

【催し物等】 

①袖ケ浦市交通防犯大会 

②千葉県が主催する地域防犯ボランティア県民大会（１０月） 

 

４ 活動中のけが等について 

活動中のけが等に対して、袖ケ浦市総合災害補償要綱の規定に基づき補償が受け

られます。 

また、全国防犯協会連合会の防犯協会員団体総合補償保険制度に加入しています。 

なお、市の防犯パトロール車でのパトロール中の事故については、市が加入する

任意保険にて対応します。 
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市からの連絡事項 

 

健康こども部 子育て支援課 

こども政策推進班 連絡先：６２―３２８６ 

ファミリーサポートセンター 連絡先：６４－３１１５ 

健康こども部 こども家庭センター 

児童福祉班 連絡先：６２－３２２０ 

母子保健班 連絡先：６２－３１７２ 

件  名 説      明 

１ 「こどもま

んなか社会」

の推進につい

て 

市では、こども施策にかかる一体的な計画として、「袖ケ浦市こ

ども計画」を策定いたしました。 

今後は、この計画を基に、すべての「こども・若者」が笑顔で

成長できるよう、行政や地域、関係団体や企業から市民一人ひと

りに至るまで、みんなでこどもの未来のために考え、「こどもまん

なか社会」の実現に向けて行動することが求められております。 

市政協力員の皆様におかれましては、「こどもまんなか社会」に

ついて理解を深めていただきますとともに、広く周知していただ

くなど、「こどもまんなか社会」の推進にご協力くだいますようお

願いいたします。 

なお、こども計画の内容につきましては、市ホームページでお

知らせしておりますのでご覧ください。 

 

こども計画のページ 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kosodate/kodomokeikaku.html＞ 

（２次元コード） 

２ ファミリー

サポートセン

ター提供会員

の募集につい

て 

ファミリーサポートセンターとは、安心してゆとりある子育て

ができる環境づくりをめざして、子育ての手助けを行いたい方（提

供会員）と子育ての手助けを受けたい方（利用会員）が会員とな

って、地域で子育てを支援し合う有償の相互援助活動です。 

現在、ファミリーサポートセンターでは、提供会員の募集を推

進していますので、市政協力員の皆様におかれましては、別途配

布する回覧用チラシの活用等により、地域内での周知や提供会員

登録へのご案内をいただきたく、ご協力をお願いいたします。 

【連絡先】 

ファミリーサポートセンター  ☎６４－３１１５ 

（所在地：袖ケ浦市神納１１３６－３ そでがうらこども館内） 

【開設時間】 

月曜日～土曜日午前９時～午後５時（祝日・年末年始を除く） 
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市からの連絡事項 

 

健康こども部 こども家庭センター 

児童福祉班 連絡先：６２－３２２０ 

母子保健班 連絡先：６２－３１７２ 

件  名 説      明 

３ こども家庭

センターにつ

いて 

核家族化や経済的格差、地域社会の変容などを背景に、子育て

に困難を抱える家庭が増加しています。 

 これまでも妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行ってま

いりましたが、支援体制をさらに強化し、「こども家庭センター」

を課として位置づけ、こどもの発育や発達を支える母子保健と生

活やこどもの権利を守る児童福祉の両面から、支援の充実を図っ

てまいります。 

この「こども家庭センター」には、保健師や助産師、社会福祉

士等の母子保健と児童福祉に関わる専門職が配置され、お子さま

と家庭に寄り添い、きめ細やかな支援を推進し、安心して子育て

ができる環境づくりや児童虐待の予防に努めてまいります。 

妊娠、出産、育児等でわからないことや不安などがありました

ら、悩まずお気軽にご相談いただきたいと考えておりますので、

市政協力員の皆様におかれましては、２７～３０頁の資料を参考

に地域内での周知にご協力をお願いいたします。 

また、センターでは、児童虐待の通報も受け付けますので、地

域内において心配なご家庭等がございましたら、ご一報いただき

たく、併せてお願いいたします。 

【連絡先】 

こども家庭センター 児童福祉班 ６２－３２２０（直通）           

※夜間、休日等の閉庁時間中は、守衛または日直に繋がります。 
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市からの連絡事項 

 

健康こども部 スポーツ振興課 

連絡先：６２－３７９１ 

件  名 説      明 

４ ちばアクア

ラインマラソ

ン２０２６大

会の開催につ

いて 

本年１１月８日(日)に、ちばアクアラインマラソン２０２６大

会が開催されます。 

市民の皆様には大会の成功に向け、当日のボランティア活動や

交通規制についてご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ ボランティアについて 

（１）募集期間 

  令和８年５月１日（金）～６月１２日（金）（予定） 

（２）申込方法 

  申込フォーム、ＦＡＸまたは郵送 

（３）周知方法 

  市ホームページ、自治会回覧（５月） 

 

２ 交通規制について 

  下記及び３２頁の案内をご確認ください。 
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市からの連絡事項 

 

福祉部 地域福祉課（地域福祉班・生活相談班） 

日赤活動 連絡先：６２－３１５７ 

高齢者等見守り 連絡先：６２－３２１９ 

件  名 説      明 

１ 日赤活動資

金募集につい

て 

 

日本赤十字社では、５月・６月を「赤十字運動月間」として赤

十字会員の増強と赤十字活動の紹介に努めております。 

本年度は、５月１日（金）～６月３０日（火）を活動資金（社

資）募集期間とし、「赤十字会員増強運動」を展開いたします。 

活動資金（社資）募集につきましてご協力をお願いいたします。 

２ 成年後見制

度について 

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、物

事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援

助者（後見人・保佐人・補助人）を選任し、生活を支援する制度

です。 

お近くの相談窓口にお気軽にお問い合わせください。 

 

相談窓口 

・社会福祉協議会 権利擁護係            ☎：６３－３８９１ 

・障がい福祉課                         ☎：６２－３１８７ 

・地域福祉課 自立相談支援室「そでさぽ」☎：５３－８８４０ 

・高齢者支援課                         ☎：６２－３２２５ 

・昭和・根形地区地域包括支援センター   ☎：３８－３７７１ 

・長浦地区地域包括支援センター         ☎：５３－８６７１ 

・平川地区地域包括支援センター         ☎：４０－５９９４ 

３ 高齢者等見

守りネットワ

ークの協力に

ついて 

「そでがうら高齢者等見守りネットワーク」では、協力事業者

等、関係団体そして地域の皆様の協力を得ながら高齢者等の見守

りを行っております。 

このネットワークは、「地域でのさりげない見守り」をコンセプ

トに、日常生活・業務等の中で、新聞が何日もたまっている、突

然何日も姿を見かけなくなった、虐待を連想させる傷やあざなど

を見つけた、などの高齢者及び高齢者宅等に、通常生活との違い

を感じたら市へ連絡をいただき、市が高齢者宅等に訪問し状況確

認のうえ対処いたします。 

現在、本ネットワークは、５４事業者及び１８関係機関・団体

にご協力いただき、令和７年度は６件（１月末現在）の安否確認

等の対応をいたしました。今後も引き続きご協力をお願いします。 

詳細は３４頁を参照してください。 
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市からの連絡事項 

 

福祉部 高齢者支援課（地域包括支援班） 

連絡先：６２－３２２５ 

件  名 説      明 

４ 地域包括支

援センターに

よる高齢者に

関する相談体

制について 

 

高齢の方が、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう

介護や生活上の様々な心配ごとやお困りごとの窓口として地域包

括支援センターを市内３地区に設置し、市直営による基幹型と合

わせ、市内４カ所にて相談対応を行っております。 

 

【各地区地域包括支援センター】 

・袖ケ浦市昭和・根形地区地域包括支援センター 

 神納４１８１－２８（特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑敷地内） 

・袖ケ浦市長浦地区地域包括支援センター 

蔵波台７－２４－２ 

・袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター 

野里１４５２－４（袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム内） 

 

【基幹型地域包括支援センター】 

・袖ケ浦市地域包括支援センター 

坂戸市場１－１（袖ケ浦市役所北庁舎１階高齢者支援課内） 

 

詳細は３８頁を参照してください。 

５ 袖ケ浦いき

いき百歳体操

について 

 

 

健康寿命の延伸と介護予防に加え、社会参加や生きがいづくり

にも寄与する「袖ケ浦いきいき百歳体操」の普及に取り組んでお

ります。 

内容は、自治会館や公会堂等のご自身で歩いて通える場所をテ

ーマに、安全で、かつ手軽な筋力体操を週に１回、なじみのある

歌に合わせ１時間程度行う自主的な活動です。 

令和８年３月末現在、市内６３団体となり、多くの高齢者にご

参加いただいております。 

「新たに体操の団体を立ち上げたい」という方については、体

操の説明会や立ち上げ支援を行いますので、各地区地域包括支援

センターにご相談いただくようお伝えください。また、個人で既

存の団体に入りたい、という方についても同様に、ご相談いただ

きたいと思います。 

また、公会堂等の使用についてご相談があった際には、ご検討

いただきたくお願いいたします。 

 

詳細は３９頁を参照してください。 
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市からの連絡事項 

 

環境経済部 環境管理課（環境管理班・生活環境班） 

緑の募金： 連絡先：６２－３４０４ 

一斉清掃： 連絡先：６２－３４１３ 

件  名 説      明 

１ 令和８年度

緑の募金につ

いて 

 毎年春に行われる「緑の募金」について、市政協力員の皆様に

お願いし、各分区ごとに募金を集めていただいております。 

 つきましては、緑の募金の依頼文書、回覧文書、配布用の羽根

を配布しますので、募金活動にご協力をお願いします。 

 

１ 募金運動期間 ５月３１日（日）まで 

２ 募金の目安額 １世帯あたり５０円程度 

３ 募金の納入先 袖ケ浦市役所環境管理課 

         昭和交流センター 

         長浦交流センター 

         根形交流センター 

         平岡交流センター 

         平川交流センター 

２ 令和８年度

市内一斉清掃

について 

年２回、市民参加により住宅地周辺、公園及び路上等に散乱し

ているごみを回収し、清掃活動を通じて環境美化の推進を図りま

すので、ご協力をお願いします。 

 ※粗大ごみや車の部品、コンクリートなどの不法投棄物回収で

きませんので、ご注意ください。 

 

・第１回 令和８年５月３１日（日） 

     午前８時～正午まで 

    （※順延の場合は６月７日（日）） 

・第２回 令和８年１０月１８日（日） 

     午前８時～正午まで 

    （※順延の場合は１０月２５日（日）） 

 

１ 一斉清掃日に側溝等の泥上げを実施する場合は、必ず事前に

連絡してください。土のう袋が必要な自治会等には、環境管理

課窓口にて土のう袋を配布いたします。 

２ 地区代表の代表者が変更になった場合は、口座の変更届を提

出してください。口座の変更届は、４月の一斉清掃の通知に同

封いたします。 

３ 一斉清掃で作業中に怪我などをした場合には、市総合災害補

償要綱に基づき補償します。 

  一斉清掃に合わせて行う自治会の草刈り・樹木の剪定等で怪

我などをした場合の補償は、別途「社会奉仕活動承認申請書」（別

冊資料４頁）を総務課に提出する必要があります。  
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市からの連絡事項 

 

環境経済部 廃棄物対策課（一般廃棄物班） 

連絡先：６３－１８８１ 

件  名 説      明 

３ ごみステー

ションの新規

設置・移設につ

いて 

自治会等でごみステーションの新規設置又は移設を検討されて

いる場合は、以下の点に留意して、事前協議の上、別冊資料１０

頁の届出書を設置予定日の１４日前までに廃棄物対策課（袖ケ浦

クリーンセンター内）へ提出してください。 

 

１ ごみステーションは１５世帯ごとに１箇所を標準とします。 

 

２ 設置予定場所の土地の使用については、必ず土地所有者の承

認を得てください。 

なお、市道やその側溝等、市の所有地に設置する場合は、市

の許可を得てください。 

 

３ 次の場所には設置できません。 

（１）国道や県道等の主要道路上又はその沿線 

（２）収集車の通り抜けができない場所 

（３）交差点付近 

 

４ 不法投棄・不適正排出防止のため、人目に付く場所への設置

を心掛けてください。 

４ ごみステー

ションの維持

管理について

（看板及びネ

ットの配布） 

ごみステーションの維持管理については、区や自治会等にお願

いしているところですが、経年劣化の激しいごみステーション用

看板については、新しい看板を支給しています。 

看板の更新が必要な場合は、クリーンセンターでお渡し（現物

と交換）しますので、来所前にお問い合わせください。 

なお、市ではごみステーションで使用する鳥獣防護用ネットを

支給しています。 

必要な場合は随時受け付けておりますが、寸法や枚数を確認す

るため、事前に電話連絡をお願いします。 

【鳥獣防護用ネット寸法】 

幅２ｍ × 長さ３ｍ（長さは協議により変更可能） 

※寸法は予告なしに変更する場合があります。 

【引渡場所】袖ケ浦市長浦５８０番地５ 

     袖ケ浦クリーンセンター 
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市からの連絡事項 

 

環境経済部 廃棄物対策課（一般廃棄物班） 

連絡先：６３－１８８１ 

件  名 説      明 

５ 資源回収自

治会事業につ

いて 

ごみステーションとは別に、資源回収場所を新しく設けて、回

収用コンテナ等を設置し、資源物（ガラスびん、空き缶類、ＰＥ

Ｔボトル、古布類、古紙、廃食用油、ＰＥＴボトルキャップ）を

集める事業です。 

この事業は、資源の効率的な再資源化、資源化・減量化に対す

る市民意識の向上を目的としています。 

○事業のメリット 

・資源物の回収量に応じて１㎏当たり４円の助成金を交付 

・袋を使わずに資源物を出すことができる 

 

○活動内容 

・資源回収場所で資源物の分別（回収は週に１回） 

・資源回収場所の維持管理 

 

〇手続き等のスケジュール 

・１０月頃 資源回収活動推進助成金上半期分の申請 

・２月頃  廃棄物減量等推進員の推薦 

・３月頃  資源回収活動推進助成金下半期分の申請 

 

※事業の詳細については、４４頁の「資源回収自治会事業を始め

てみませんか？」をご参照ください。 

 新たに参加を希望される場合は、上記連絡先にお問い合わせく

ださい。 

６ 廃棄物減量

等推進員の推

薦について 

資源回収自治会事業に参加している自治会から毎年度１名の推

薦（２月頃）をお願いしています。現在の廃棄物減量等推進員の

任期は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとなってい

ます。 

なお、廃棄物減量等推進員の活動内容については、４６頁の「袖

ケ浦市廃棄物減量等推進員制度について」をご参照ください。 

○活動内容 

・週１回の資源回収活動の管理等 

・５月頃 廃棄物減量等推進員説明会への出席 

・３月頃 活動報告書の作成 
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袖ケ浦市廃棄物減量等推進員制度について 

 
１ 廃棄物減量等推進員 

「廃棄物減量等推進員」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令

に基づき市長の委嘱を受け、資源回収自治会事業を主とした、市の行うごみの資源

化・減量化施策の「地域のリーダー」「行政と市民との橋渡し」を担う重要な役職

と位置づけております。 

資源回収自治会事業など、ごみの資源化・減量化については、自治会等を核とし

た地域コミュニティとの「協働」によって成り立っておりますので、自治会等の長

とともに地域のリーダーとして活動していただくことになります。 

 

２ 活動内容 
（１） 資源回収自治会事業のリーダーとなり、資源の分別指導や回収場所の管理等

を行います。 

ただし、実際の片付け等の作業や不適物の処理などの責任を、推進員のみ

が負うということではありません。 

回収箇所が多い場合は、箇所ごとに自治会員で役割を分担し、その統括と

して全体を管理・運営することが好ましいです。 

（２） 市の廃棄物減量化・資源化施策の実施にあたり、自治会等の長とともに行政

と市民との橋渡し役となり自治会員に周知・啓発を行います。 

（３） 廃棄物減量等推進員説明会に出席。（例年５月に市民会館で開催しています

が、説明会の詳細については、別で通知します。） 

（４） その他、廃棄物の減量化・資源化に関すること。 

 

３ 報酬 
推進員は非常勤特別職として委嘱され、毎月報酬が支払われます。 

 月額 合計 

報酬 ３，５００円 ４２，０００円 

源泉徴収税 １０７円 １，２８４円 

振込額 ３，３９３円 ４０，７１６円 

振込予定日 毎月２１日頃  

 

４ 推進員の任期 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間です。 

再任も可能です。 

 

５ 推進員の腕章について 
  推進員には「腕章」を支給してあります。 

見回り等職務にあたる際は、必ずこの腕章をつけるようにしてください。 

なお、推進員が交代する場合は、新しい方に引き継いでください。 
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市からの連絡事項 

 

環境経済部 商工観光課 

連絡先：６２－３４６５ 

件  名 説      明 

７ 「そでがうら

まつり～アレワ

イサノサ～」の

開催について 

そでがうらまつり実行委員会の主催により、第５回「そでがう

らまつり～アレワイサノサ～」を開催します。 

より多くの方に楽しんでいただける、応援していただけるまつ

りとするため、区等自治会の皆様のご意見を伺いながら企画運営

を進めるとともに、まつりのさらなる周知・ＰＲに取り組んでま

いりますので、ご協力をお願いします。 

〇 実施概要 

１ イベント名称   そでがうらまつり～アレワイサノサ～  

２ 主催       そでがうらまつり実行委員会 

３ 企画運営チーム  そでがうらまつり応援団 

４ 後援（予定）   （一社）袖ケ浦市観光協会、 

袖ケ浦市商工会 等 

５ 開催日      令和８年１０月１１日（日） 

           ※荒天中止・小雨決行 

６ 会場       袖ケ浦市役所 

７ テーマ  市内外を問わず世代を超えた多くの方々が集い

楽しめる交流イベントを開催することで、にぎわ

いあふれる地域づくりを図り、袖ケ浦に対する愛

着心を育みます。 

８ 実施内容 「袖ケ浦音頭」、氣志團制作の「袖ケ浦音頭Ⅱ」

による踊りを目玉企画としながら、老若男女問わ

ず、様々な方に楽しんでいただけるイベント内容

とする予定です（各種出店、ステージ等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

応援団 
Instagram 

応援団 
X(旧 Twitter) 
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市からの連絡事項 

 

都市建設部 都市整備課（公園・駐車場班） 

連絡先：各説明を参照 

件  名 説      明 

１ 公園及び緑

地の管理協力

について 

市では、地域住民による清潔で親しみの持てる公園づくりを目

指すため、清掃、草取り、低木の刈り込みを行っていただく自治

会や公園愛護団体などの皆様に報奨金をお支払いして管理業務の

ご協力をいただいております。 

今後も住民参加による公園づくりを更に進めていきたいと考え

ておりますので、ご協力をお願いします。 

 

１ 活動場所 

市が管理する都市公園及び緑地 

２ 対象となる団体等 

  自治会または市民２名以上で構成する任意の団体 

３ 申込方法 

公園及び緑地清掃協力申込書（２部）、社会奉仕活動承認申請

書（２部）を袖ケ浦造園協同組合へ郵送、又は都市整備課へ提

出してください。 

申込書、申請書は、袖ケ浦造園協同組合に電話していただけ

れば、郵送で受け取ることができます。 

４ 作業項目及び回数、報奨金について 

作業項目 回数 金額（１年につき） 

清掃 月１回以上 １５円/㎡ 

除草 年３回以上 １５円/㎡ 

低木刈り込み 年１回 ７０円/㎡ 

※報奨金は年２回の分割払いで、袖ケ浦造園協同組合から支払わ

れます。 

５ 保険 

公園及び緑地の管理に係る保険については、作業中のケガ等

が対象となります（第三者への損害は対象となりません。）。 

保険に関して、ご不明な点などがありましたら、総務課へお

問い合わせください（総務課 ☎：６２－２１０４）。 

６ 問い合わせ 

【指定管理者】 

  袖ケ浦造園協同組合（増栄産業株式会社内）        

住所：袖ケ浦市久保田２１７１番地 

☎：６４－１００８ 

【市】 

都市整備課（公園・駐車場班）☎：６２－３５２１ 
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市からの連絡事項 

 

都市建設部 都市整備課（住宅班） 

連絡先：６２－３６４５ 

件  名 説      明 

２ 木造住宅の

耐震改修工事

等について 

 

市では、耐震相談会の開催や、耐震改修工事等に対する補助金

の交付などにより、市内木造住宅の耐震性の向上を推進しており

ますが、依然として市内には耐震性の低い住宅が数多く存在して

います。地震に不安を感じている方はご相談ください。 

 

対象となる建物の主な要件、制度の概要等は下記及び５１頁の

とおりです。詳細はお問い合わせください。 

 

１ 対象となる建物の構造等 

平成１２年５月３１日以前に建てられた２階建て以下の木造

在来軸組工法の戸建て住宅であり、袖ケ浦市民である所有者自

らが居住する一戸建ての住宅であること。 

 

２ 耐震相談会 

  年１１回（４月から２月まで毎月１回）の開催を予定してい

ます。また、訪問相談期間を設ける予定です。 

  日程は広報そでがうら及び市ホームページでご案内いたしま

す。 

   

３ 耐震精密診断助成、耐震改修に係る補助制度について 

  ５１頁をご参照ください。 

 

３ 瓦屋根耐風

改修事業補助

について 

市では、地震や強風による住宅屋根の被害を防止し、市民生活

の安全を確保するため、既存住宅の瓦屋根の耐風改修工事にかか

る補助を６月から開始する予定です。詳細は後日、広報そでがう

ら及び市ホームページでご案内いたします。 
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■耐震精密診断助成について■ 
   無料耐震相談会での簡易耐震診断の結果が耐震基準に満たなかった場合、1 件あ

たり 5,000 円のご負担で耐震精密診断をお受けいただけます。耐震精密診断では

資格を持った建築士が現地にて施工状況や劣化状況、簡易的な地盤の耐力測定等の

調査を行い、より精度の高い耐震診断を実施します。また、耐震精密診断をお受け

いただいた際は住宅の耐震性の評価と併せ、補強の計画案を提案いたします。 

■耐震改修に係る補助制度について■ 

<対象> 以下の全てを満たす住宅 

・平成 12 年５月３１日以前に建てられた２階建て以下の木造在来軸組工法の戸建

て住宅（申請者は住宅を所有し、かつ居住していることが必要となります。） 

・市の耐震精密診断において補強の必要性が認められた住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 6 5 歳 以 上 の 方 又 は 身 体 障 害 者 福 祉 法 に よ る 身 体 障 害 者 手 帳 1 級 若 し く は 2 級 の 方  

◆設計者及び工事業者は市に登録を行った者に限ります。 

◆リフォーム工事の補助金は耐震改修工事と同時に行われるもののみが対象となり

ます。 

◆補助金は予算が無くなり次第、申請を締め切ります。 

 

【費用例】 耐震改修工事費 150 万円（設計費 20 万円込、リフォーム無し）の場合 

① 64 歳以下の場合 
実費負担額≒工事費 150 万円－10 万円（設計補助）－40 万円（工事補助）＝100 万円 

② 65 歳以上の場合 
実費負担額≒工事費 150 万円－10 万円（設計補助）－50 万円（工事補助）＝ 90 万円 

 

 
  

補 助 金 一 覧 補助率 限度額 

耐 震 設 計 監 理 1/2 10 万円 

耐 震 

工 事 

6４歳以下の方 1/３ 40 万円 

65 歳以上など ２/３ 50 万円 

リ フ ォ ー ム 工 事 1/10 20 万円 

合 計 
6４歳以下の方 70 万円 

65 歳以上など※ 80 万円 
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市からの連絡事項 

 

都市建設部 土木管理課（管理班） 

連絡先：６２－３５５８ 

件  名 説      明 

４ 道路美化活動

のご協力につい

て 

市では、協働のまちづくりを理念に道路の美化活動（除草や

花の植栽など）を行っていただく市民団体などの皆様に、草刈

り機の燃料や、ごみ袋などを支給し活動を支援する、道路アダ

プトプログラム制度への加入を随時募集しています。 

今後も市民参加による道路の美化活動を進めていきたいと考

えておりますので、ご協力をお願いします。 

 

１ 活動場所 

  市が管理する道路（県道や国道は対象外です。） 

 

２ 対象となる団体等 

 自治会や企業等の団体、２人以上の市民で構成する任意の

団体 

 

３ 申込方法 

  参加申込書、合意書（２部）、会員名簿を提出してください

（各地区の交流センターでお預かりすることもできます）。 

申請様式は、市ホームページからダウンロードしていただ

くか、土木管理課又は各地区の交流センターの窓口で受け取

ることができます。 

 

４ 支給品 

 草刈り機の燃料、ごみ袋、花の苗、肥料、お茶  

 

５ 保険 

  市で保険（作業中のケガ等対象）に加入します 

 

６ 問い合わせ  

都市建設部 土木管理課（管理班） 

 

詳細は、市ホームページをご確認ください。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/doboku-kanri/adapt.html＞ 

    

（２次元コード） 
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市からの連絡事項 

 

消防本部 総務課    

連絡先：６２－０１１９ 

件  名 説      明 

１ 消防団員の確

保について 

消防団は、常備消防である消防本部・消防署とともに、法律

に基づき、全国の市町村に設置されている消防機関です。常備

消防と連携協力してあらゆる災害に対応し、地域に密着した即

時対応力、要員動員力に優れており、まさに地域防災力の中核

となっています。しかし、近年は被雇用者団員の増加や若者の

地域離れ等から団員数の減少や構成年齢の高齢化という課題に

直面しています。 

消防本部としましても、各種広報媒体を活用した消防団活動

の紹介のほか、各種訓練、研修等を計画的に実施し、消防団員

の活動しやすい環境づくりを行うとこと併せ、若い世代に対し

て消防団活動の啓発活動をすることで将来的な入団の促進を行

い、また団員の処遇改善を図るなど、消防団員の確保に鋭意努

力しております。 

市政協力員の皆さまにおかれましても、地元分団の新規入団

者の確保に、何卒お力添えくださいますようお願い申し上げま

す。 

・本市の消防団員定数（４６７名）に対する充足率 

令和 ４年４月   ３６３名 ７７．７％ 

令和 ５年４月   ３５９名 ７６．９％ 

令和 ６年４月   ３４６名 ７４．１％ 

令和 ７年４月   ３５６名 ７６．２％ 

２ 消火栓ホース

格納箱について 

格納箱は、地域住民の皆様が火災を発見した際、即座に初期

消火を行うことを目的として、消防団により維持管理されてい

ます。 

消火栓ホース格納箱の腐食等で使用に耐え難く、転倒事故が

懸念されるなどの場合については別冊資料２１頁「消防施設事

業申請書」に現状の状況等を記入のうえ地元消防団を通じて要

望していただきますようお願い致します。 

３ 「（仮称）袖ケ

浦市統合消防庁

舎」の整備につ

いて 

施設の老朽化が進んでいる消防本部・中央消防署と長浦消防

署の２署を統合し、新たな防災拠点となる統合消防庁舎建設を

飯富地先で推進することを盛り込んだ「（仮称）袖ケ浦市統合消

防庁舎整備基本方針」を令和７年度に策定いたしました。 

今後、基本方針を基に事業を推進してまいります。 

なお、基本方針の詳細な内容については市ホームページでお

知らせしておりますのでご覧ください。 
＜https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shobo-somu/syouboutyousya.html＞ 

    

（２次元コード） 
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市からの連絡事項 

 

消防本部 予防課（調査指導班） 

連絡先：６３－６１９９ 

件  名 説      明 

４ 火災予防対策

について 

 

・住宅用火災警報

器 

・感震ブレーカー 

本市では、袖ケ浦市火災予防条例により、火災予防対策を進

めております。 

１ 住宅用火災警報器について 

全ての住宅の寝室及び寝室が２階にある場合は階段に住宅

用火災警報器の設置が義務付けられております。 

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や炎を感知し、

警報音や音声によって火災の発生を知らせる有用な機器で

す。設置促進に加え、作動点検や機器の更新について、継続

して広報を行ってまいります。 

 

２ 感震ブレーカーについて 

大規模な地震により停電、その後、電気の復旧による電気

火災が懸念されておりますことから、電気火災の予防対策と

して感震ブレーカー設置についても併せて啓発を進めてまい

ります。 

 

これら火災予防対策の推進にあたり、自治会等における啓発

活動へのご協力をお願いします。説明会等の要望がありました

ら、消防本部予防課にて対応します。 

 

消防本部 中央消防署  

連絡先：６４－０１６５ 

件  名 説      明 

５ 一般市民によ

る心肺蘇生及び

救命講習受講の

重要性 

心肺蘇生法とは、胸骨圧迫、人工呼吸を行い、心臓、呼吸の

再開を目指すものです。 

傷病者が倒れてから、心肺蘇生法、ＡＥＤの使用を早期に実

施することにより社会復帰の可能性が格段に上昇することにな

ります。 

本市では、普通救命講習を開催しており、心肺蘇生法、ＡＥ

Ｄの使用方法、その他応急手当の指導を行っております。 

市民の皆様に本講習を受講していただくことが、知識、技術

を身につけ、大切な人の命を救うための第一歩となると考えて

おりますので趣旨をご理解いただき、皆様のお力添えをよろし

くお願いします。 
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市からの連絡事項 

 

教育部 生涯学習課（社会教育班） 

連絡先：６２－３７４３ 

件  名 説      明 

１ 青少年育成袖

ケ浦市民会議賛

助会費の納入に

ついて 

青少年育成袖ケ浦市民会議では、青少年育成のための事業の

開催・賛助等を行っています。（５９頁参照） 

それらの活動経費は、市からの補助金と市民の皆様方の会費

等でまかなっています。 

つきましては、各区・自治会からの賛助をお願いします。 

詳細は、別途依頼文を送付いたします。 

１ 賛助会費…１００世帯以上の区・自治会 ４，０００円 

１００世帯未満の区・自治会 ２，０００円 

２ 納入場所…市役所中庁舎２階生涯学習課又は各交流センター 

３ 納入受付締切…令和８年６月５日（金） 

２ 市職員出前講

座のご案内 

 

市政の情報を皆様の学習に役立てていただくため、地域の学

習会に職員が講師として出向き、市の事業や施策についてご説

明する事業です。 

講座は４８のメニューを用意しています。（６２頁参照） 

１ 対象…市内に在住、在勤又は在学している１０人以上の団体

２ 開催日時…午前９時から午後９時までの２時間以内 

      （１２月２８日から１月１日を除く） 

３ 会場…各交流センター、集会所等の施設 

（会場は団体でご用意ください） 

４ 費用…原則無料 

    （教材費等が発生する場合、実費負担あり） 

５ 申込み方法…開講日の２０日前までに生涯学習課へ申込書

を提出（FAX・メールでも申込可） 

※一部、担当課に直接お申込みいただく講座があります。 

※メニュー・申込書は、市ホームページから閲覧・ダウ

ンロードすることができます。 

６ その他…個人のお申込みや営利目的等ではご利用いただけ

ません。 

※メニューの有効期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

（期間中にメニューが更新される場合があります） 
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市からの連絡事項 

 

教育部 生涯学習課（社会教育班） 

連絡先：６２－３７４３ 

件  名 説      明 

３ ＳＯＤＥＧＡ

ＵＲＡ子どもス

ポーツフェスタ

開催のご案内 

 

 

青少年相談員連絡協議会と子ども会育成会連絡協議会の共催 

で、子どもスポーツ大会を開催します。 

このスポーツ大会は、青少年健全育成の一環として、市内の

小学生を一堂に集め、スポーツを通じて心身の健全な育成と交

流・親睦を図ることを目的としています。 

自治会・子ども会単位での参加も可能ですので、ご参加いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

１ 日時…令和９年１月２３日（土） 

２ 会場…袖ケ浦市総合運動場 

３ 種目…陸上、サッカー、フラッグフットボール、テニス、

ボッチャ、ユニバーサルホッケー、友遊ボール（野球）、体力

測定（令和７年度実績） 

４ 対象…市内在住の小学生及び未就学児 

（小学３年生以下保護者同伴） 

５ 募集…詳細につきましては、広報等でお知らせします。 

４ 第３１回そで

がうらわんぱく

クエスト実施に

伴うご協力のお

願い 

 

青少年に野外泊、自炊、徒歩移動、地域住民との交流などの

条件を設定し、非日常的な体験をさせることにより、感謝の気

持ちやたくましい心と身体をはぐくむとともに、地域を担う人

材の育成を行います。 

昨年度は袖ケ浦市内を活動範囲とし、民泊や公共施設での宿

泊を行いながら、ゴールを目指しました。農作物の収穫や施設

の見学等、地域の方々に様々な体験をさせていただきながら、

充実した２泊３日を過ごすことができました。今回も参加者の

安全・健康を考慮しながら実施してまいります。 

期間中、参加者のご支援ご協力のほどよろしくお願いします。 

１ 日時…令和８年７月２７日（月）～７月２９日（水） 

２ 対象…市内在住の小学校５年生から中学校３年生までの男

女４２名 

５ 令和８年度袖

ケ浦市青少年健

全育成推進大会

の実行委員及び

参加について 

市民各層の青少年育成運動に対する理解と参加促進を図るた

め、令和８年７月４日（土）に令和８年度袖ケ浦市青少年健全

育成推進大会を開催します。（６５頁参照） 

大会当日の参加について、自治連絡協議会に依頼をしており

ます。後日正式な依頼をさせていただいておりますので、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 
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市からの連絡事項 

 

教育部 生涯学習課（社会教育班） 

連絡先：６２－３７４３ 

件  名 説      明 

６ 第４２回生涯

学習推進大会の

参加について 

 

 

 

生涯を通して学習することの意義について、市民の理解を一

層深めるとともに、学習意欲の向上と学習活動への参加の促進

を図るため、令和９年２月１３日（土）に第４２回生涯学習推

進大会を開催します。 

つきましては、大会当日の参加について、自治連絡協議会に

依頼をしておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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令和８年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会実施要項（案） 
 

 

 

１．趣旨 

次代の担い手である青少年の健全育成が、真にその成果を発揮するためには、

地域における住民の日常的な育成活動が活発に行われることが必要である。この

ため、青少年関係機関、団体等の関係者をはじめ一般市民の参加を求めて、青少

年健全育成推進大会を開催し、市民各層の青少年育成運動に対する理解と自覚と

積極的参加を促進しようとするものである。 

 

 

２．主催   青少年育成袖ケ浦市民会議／青少年健全育成推進大会実行委員会 

 

 

３．主管   袖ケ浦市教育委員会 

 

 

４．日時   令和８年７月４日（土）１３時から 

 

 

５．会場   市民会館（昭和交流センター）大ホール 

 

 

６．参加対象 

  （１）関係委員、団体 

社会教育委員、自治連絡協議会、子ども会育成会連絡協議会、君津地区

保護司会袖ケ浦支部、スポーツ推進委員協議会、ガールスカウト千葉県

第 87 団育成会、小中学校長会、サッカー協会、レクリエーション協会、

公民館運営審議会、青少年相談員連絡協議会、民生委員児童委員協議会、

社会福祉協議会、ボーイスカウト袖ケ浦第１団育成会、ＰＴＡ連絡協議

会、少年野球連盟、更生保護女性会、防犯指導員協議会、社会教育推進

員、少年補導員、坂戸の森みどりの会、ながうら青空の会、根っ子の会、

中富ふれあいの会、名幸ヶ丘の会、その他の社会教育関係団体 

 

  （２）その他、本大会の趣旨に賛同する市民 
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７．大会次第  

     受付                 １２：３０～１３：００ 

  （１）開会式                １３：００～１３：３０ 

     ①開式の言葉 

     ②主催者挨拶 

     ③袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈 

     ④来賓祝辞 

     ⑤閉式の言葉 

  （２）市民会議会員募集           １３：３０～１３：３５ 

（３）大会宣言 －袖ケ浦市子育ての提言－  １３：３５～１３：４５ 

（４）実践発表（発表団体については、現在調整中）１３：４５～１４：２０ 

   ＜発表団体①＞            （１３：４５～１４：００） 

   ＜発表団体②＞                      （１４：０５～１４：２０） 

（５）休憩・市民三学大学講座入場      １４：２０～１４：３０ 

  （６）記念講演（第１回市民三学大学講座）  １４：３０～１６：００ 

      演題  調整中          

講師  調整中 

  （７）大会閉会の言葉            １６：００ 

 

※大会受付時に「光のコスモス」、休憩時に「袖ケ浦音頭Ⅱ」の音源を流す予定です。 
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市からの連絡事項 

 

選挙管理委員会事務局  

連絡先：６２－３９１３ 

件  名 説      明 

１ 選挙執行時の

投票所の施設借

用と投票立会人

の選出 

 

○令和８年度に執行が予定されている選挙 

・千葉県議会議員選挙 

  投票日は令和９年度ですが、令和９年４月２９日任期の 

千葉県議会議員選挙が、令和９年４月上旬に執行予定です。 

（令和８年度中に、以下の依頼文書を発送予定） 

 

１ 投票所の施設借用 

対象施設を所管している区・分区は、日程が決まりました

らご配慮をお願いします。 

借用の依頼文書を送付しますので、承諾書の返送をお願い

します。 

 

２ 投票立会人の選出 

各投票所で選挙当日の投票立会人を選出していただいてお

ります。選挙権があり、当該選挙の候補者と直接関係のない

公正な方の選出をお願いします。 

令和７年度から投票立会人の交代制を導入している為、午

前と午後で異なる方を選出いただくことも可能になっていま

す。（従前のとおり、終日同じ方が従事することも可能） 

複数の区・分区が一つの投票所の対象となる場合は、相談

の上、報告依頼をしている協力員が代表して報告をしていた

だきます。 
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市からの連絡事項 

 

社会福祉協議会     

連絡先：６３－３８８８ 

件  名 説      明 

１ 袖ケ浦市社会

福祉協議会支部

長の依頼につい

て 

 社会福祉協議会は、社会福祉法に規定された公共性の高い社

会福祉法人として、地域福祉活動（誰もが地域の中で生涯にわ

たって自立し、自由で個性豊かな生活ができる支え合い、助け

合いの地域社会づくり）の中心的役割を果たすため、地域住民

の福祉活動への参加を促進し、行政機関、福祉関係団体等と連

携して地域福祉の推進に取り組んでいます。 

 本協議会では、地域の皆様と一体となって支え合い、助け合

いの地域社会づくりを推進するため、地域の代表者である皆様

にご協力をいただき、地域福祉の増進・推進を図ってまいりま

す。 

 つきましては、皆様に社会福祉協議会の支部長をご依頼した

く存じますので、ご了承くださいますようお願いします。 

 任期 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

２ 令和８年度袖

ケ浦市社会福祉

協議会費等の納

入依頼について 

地域福祉活動の中心的役割を果たす社会福祉協議会を運営す

るためには、自主財源の確保が必要です。 

本協議会の財源は、会費・募金・寄付金等の自主財源と、補

助金・委託金等の依存財源から構成されています。 

つきましては、地域福祉推進のため、令和８年度の会費等の

取りまとめについて、ご協力をくださるようお願いいたします。 

＊ご協力いただきます会費等の納入依頼は、次のとおりです。 

１ 社会福祉協議会会費 

４月 依頼 

５月～６月 取りまとめ 

 

２ 赤い羽根共同募金 

９月 依頼 

１０月～１１月 取りまとめ 

 

３ 歳末たすけあい募金 

１１月 依頼 

  １２月 取りまとめ 
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【参考：袖ケ浦市市政協力員設置要綱】 
（設置） 

第１条 本市は、市行政の健全な発展と円滑な運営に資するため市政協力員を置く。 

（地域） 

第２条 市政協力員を設置する地域（以下「区等」という。）及び市政協力員の数は、別表

第１のとおりとする。 

（委嘱） 

第３条 市政協力員は、区等の住民の推薦した者につき、市長がこれを委嘱する。 

（任期） 

第４条 市政協力員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 市政協力員が任期満了又は任期中辞任しようとするときは、後任者が委嘱されるまで在

任しなければならない。 

（職務） 

第５条 市政協力員は、その区等において次に掲げる職務を行うものとする。 

(１) 市行政の周知伝達に関すること。 

(２) 簡易な調査報告に関すること。 

(３) 各種文書配布に関すること。 

(４) 地域住民の建設的意見の連絡に関すること。 

（報償金） 

第６条 市政協力員には別表第２に規定する額を報償金として支給する。 

（報償金の支給方法） 

第７条 新たに市政協力員となった者には、その日から報償金を支給し、市政協力員が辞任

したときは、その日（死亡したときは、その月）までこれを支給する。 

２ 前項の規定により報償金を支給する場合において、月の初日から末日まで支給する以外

のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額（50銭未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨てた額、50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）を支給する。 

（守秘義務） 

第８条 市政協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

（委任） 

第９条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（袖ケ浦市行政協力交付金交付要綱の一部改正） 

２ 袖ケ浦市行政協力交付金交付要綱（平成17年告示第232号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和３年４月26日告示第127号） 

この告示は、公示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年８月16日告示第185号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年７月１日告示第175号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日告示第62号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年９月25日告示第178号） 

この告示は、令和７年10月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

区等の名称 
市政協力員の

数 
区等の名称 

市政協力員の

数 
区等の名称 

市政協力員

の数 

奈良輪区 ７橘区 ３小路第１区 １

高須区 ６飯富区 ４小路第２区 ３

スマートハイムシ

ティ袖ケ浦自治会 

１下新田区 １成蔵区 １

坂戸市場区 ６三ツ作区 １野添区 １

神納一区 ７大曽根区 １上宿区 ４

神納東区 ４勝区 １中下区 １

福王台自治会 ６のぞみ野自治連合

会 

３中川団地自治会 １

富士見台自治会 １野田区 １山中区 １

牧場団地自治会 １永地区 １大鳥居区 １

神納まきば自治会 １下泉区 １三谷区 １

袖ケ浦シーハイツ

自治会 

１高谷区 ３下根岸区 １

今井３丁目なぎさ

自治会 

１三箇区 ３阿部区 １

今井区 １鹿島区 ６堂谷区 １

今井中央自治会 １川原井区 ７打越区 １

今井東自治会 １林区 １大竹区 １

蔵波区 ５野里区 ５滝の口区 １

外野区 １花房平自治会 １滝の口ファミリー

タウン自治会 

１

ラミアール千葉袖

ケ浦自治会 

１上泉区 ３吉野田区 １

蔵波台自治連絡協

議会 

11滝ケ沢自治会 １岩井作区 １

長浦駅前自治連合

会 

11もみの木台自治会 １玉野区 １

久保田区 ６永吉区 １上宮田区 １

浜宿団地自治会 １岩井区 １下宮田区 １

代宿区 ９百目木区 １袖ケ浦駅前自治会 １

別表第２（第６条関係） 

職名 区分 報償（円） 

市政協力員 構成世帯

数 

30戸未満 区長等 月額 12,000

分区長等 11,000

30戸以上50戸未満 区長等 13,000

分区長等 12,000

50戸以上100戸未満 区長等 14,000

分区長等 13,000

100戸以上 区長等 15,000

分区長等 14,000

備考 

１ 区長等とは、別表第１に掲げる区等の長をいう。 

２ 分区長等とは、別表第１に掲げる区等を構成する分区等の長をいう。



 

 


